
図
書
館
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
議
会
事

務
局
／
情
報
公
開
窓
口（
東
庁
舎
）

川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

図
書
館
等
、議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

８
月
下
旬
頃
か
ら
閲
覧
で
き
ま
す
。

11

本
会
議
に
お
け
る

議

　案

　質

　疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

議
案
第
50
号

児
童
福
祉
施
設
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
等
に
関
す
る
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

問
今
回
の
基
準
条
例
改
正
の

具
体
的
な
変
更
点
は
何
か
。

答
階
段
室
ま
た
は
付
室
の
構

造
が
、
通
常
の
火
災
時
に
生

じ
る
煙
が
付
室
を
通
じ
て
階

段
室
に
流
入
す
る
こ
と
を
有

効
に
防
止
で
き
る
も
の
と
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

ま
た
は
認
定
を
受
け
た
も
の

を
認
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

問
４
階
以
上
の
保
育
所
設
置

に
対
す
る
市
の
考
え
は
。

答
保
育
所
等
の
設
置
階
に
つ

い
て
は
、
特
別
な
理
由
が
な

い
場
合
に
は
、
１
階
に
設
け

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え

て
い
る
。

問
国
の
保
育
施
設
の
規
制
緩

和
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
は
。

答
国
が
児
童
福
祉
施
設
の
規

制
緩
和
と
な
る
よ
う
な
見
直

し
等
を
行
っ
た
場
合
に
つ
い

て
は
、
そ
の
見
直
し
の
内
容

が
、
保
育
の
質
を
低
下
さ
せ

る
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
き

に
は
、
慎
重
に
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

第
３
子
の
扱
い
と
な
り
、
保

育
料
は
そ
れ
ぞ
れ
０
円
と
な

る
。

問
待
機
児
童
が
67
名
い
る
が
、

待
機
児
童
ゼ
ロ
に
向
け
、
今

後
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

答
認
可
保
育
所
整
備
な
ど
に

よ
り
、
保
育
の
必
要
量
の
確

保
に
努
め
、
待
機
児
童
の
解

消
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
、

保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
を
配

置
し
、
き
め
細
か
い
対
応
を

行
う
。

有
等
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、

本
工
事
の
工
事
監
理
は
建
築

住
宅
課
が
行
っ
て
い
る
。

問
さ
ら
に
分
割
し
て
発
注
す

る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答
分
割
発
注
は
市
内
経
済
の

活
性
化
に
は
有
効
だ
が
、
一

括
発
注
の
場
合
と
比
べ
、
落

札
額
の
合
計
が
高
額
に
な
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
、
工
事
の

進
捗
・
安
全
管
理
も
煩
雑
に

な
る
。
こ
う
い
っ
た
デ
メ
リ

ッ
ト
も
考
慮
の
上
、
総
合
的

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

ケ
ー
ス
と
し
て
小
学
生
１
人
、

保
育
園
児
が
２
人
の
時
、
現

行
と
改
正
後
で
保
育
料
が
ど

う
変
わ
る
の
か
伺
う
。

答
市
民
税
の
所
得
割
額
を
７ 

万
７
１
０
０
円
と
し
、
保
育

所
に
通
う
児
童
を
３
歳
未
満

児
と
し
た
場
合
、
現
行
で
は

保
育
所
に
通
う
児
童
は
第
１

子
、
第
２
子
の
扱
い
と
な
り
、

保
育
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
万 

６
２
０
０
円
、
８
１
０
０
円

と
な
る
が
、
改
正
後
は
保
育

所
に
通
う
児
童
は
、
第
２
子
、

問
学
校
大
規
模
改
造
工
事
の

入
札
で
最
低
制
限
価
格
を
下

回
る
入
札
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

答
平
成
25
年
度
か
ら
27
年
度

ま
で
の
入
札
件
数
30
件
の
う

ち
15
件
で
あ
る
。

問
設
計
か
ら
工
事
完
成
ま
で

市
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
。

答
設
計
及
び
工
事
に
つ
い
て

は
受
注
者
、
教
育
財
務
課
、

学
校
及
び
建
築
住
宅
課
に
よ

る
定
期
的
な
会
議
に
よ
り
進

捗
状
況
、
今
後
の
予
定
、
内

容
の
確
認
及
び
各
種
情
報
共

問
軽
減
措
置
に
向
け
て
条
例

案
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
ど

う
な
る
の
か
。

答
９
月
の
保
育
料
算
定
の
切

り
替
え
月
に
合
わ
せ
て
、
シ

ス
テ
ム
改
修
、
保
護
者
へ
の

周
知
を
行
い
、
４
月
分
か
ら

８
月
分
に
つ
い
て
は
還
付
手

続
き
、
９
月
分
か
ら
は
減
額

措
置
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

問
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
、

市
民
へ
の
周
知
方
法
は
。

答
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

の
ほ
か
、
保
育
園
に
ポ
ス
タ

ー
を
掲
示
し
、
該
当
す
る
世

帯
全
て
に
お
知
ら
せ
の
文
書

を
配
布
す
る
予
定
で
あ
る
。

問
該
当
す
る
保
護
者
は
ど
の

よ
う
な
手
続
き
が
必
要
か
。

答
原
則
、
保
護
者
か
ら
の
申

請
は
必
要
な
い
が
、
生
計
は

同
一
だ
が
、
別
居
し
て
い
る

児
童
や
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
世
帯

な
ど
は
、
個
別
に
申
請
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。

問
ひ
と
り
親
世
帯
の
モ
デ
ル

問
制
度
改
正
の
概
要
は
。

答
保
育
料
算
定
所
得
割
の
額

が
７
万
７
１
０
１
円
未
満
の

ひ
と
り
親
世
帯
等
の
保
育
料

に
つ
い
て
、
第
１
子
を
半
額
、

第
２
子
以
降
を
無
料
と
す
る
。

ま
た
、
保
育
料
算
定
所
得
割

の
額
が
５
万
７
７
０
０
円
未

満
の
多
子
世
帯
の
保
育
料
に

つ
い
て
、
第
１
子
が
小
学
生

以
上
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

第
２
子
を
半
額
、
第
３
子
以

降
を
無
料
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

問
条
例
改
正
に
よ
り
、
軽
減

さ
れ
る
保
育
料
は
い
く
ら
か
。

答
お
よ
そ
１
３
０
０
万
円
程

度
と
見
込
ん
で
い
る
。

問
シ
ス
テ
ム
改
修
費
や
増
加

す
る
還
付
事
務
作
業
を
抑
制

す
る
た
め
に
も
、
対
象
世
帯

の
保
育
料
を
一
律
無
償
化
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
本
市
の

考
え
は
。

答
財
政
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、

保
育
料
の
無
償
化
の
有
効
性

に
つ
い
て
、
調
査
研
究
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
案
第
51
号

保
育
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

【
政
晴
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
52
号

福
原
小
学
校
大
規
模
改
造
工
事
請
負
契
約

【
日
本
共
産
党
】

（3） 平成28年7月25日発行議 会 だ よ り


